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第５期嬉野市農業委員会 第２６回定例総会議決一覧 

議案番号 整理番号 件名 議決日 議決結果 

報告第１号  農地等形状変更届出について   

 １ 下野古木場 外２筆 基盤整備 R2.9.2 了 承 

 ２  岩屋川内陣野 畑の嵩上げ R2.9.2 了 承 

報告第２号  農地法第５条第１項第７号の規定による届出について   

 １  不動山皿屋南谷 無線基地局新設 R2.9.2 了 承 

議案第１号  農用地利用集積計画の解約について   

 １  不動山宮ノ前 使用貸借権 R2.9.2 承 認 

議案第２号  農用地利用集積計画の決定について   

  利用権設定   

 塩 1～11 久間八幡籠 外１４筆 使用貸借権・賃借権 R2.9.2 承 認 

 嬉 1～6 岩屋川内平重 外９筆 賃借権・使用貸借権 R2.9.2 承 認 

 市 1～6  馬場下関東二 外７筆 賃借権（農地中間管理機構） R2.9.2 承 認 

  所有権の移転   

 １ 五町田流海  あっせん R2.9.2 承 認 

議案第３号  農地法第３条の規定による申請の許可について   

 １  不動山宮ノ前 外１筆 売買 R2.9.2 許 可 

 ２  不動山宮ノ前 外１筆 売買 R2.9.2 許 可 

 ３  不動山宮ノ前 売買 R2.9.2 許 可 

 ４  不動山宮ノ前 売買 R2.9.2 許 可 

 ５  不動山北 売買 R2.9.2 許 可 

 ６  吉田清用 外１筆 売買 R2.9.2 許 可 

 ７  久間南 売買 R2.9.2 許 可 

議案第４号  農地法第４条の規定による申請の承認について   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １  久間八幡篭 牛舎 R2.9.2 承 認 

 ２  下野三本松 外２筆 太陽光発電設備設置 R2.9.2 承 認 

 ３  岩屋川内野原 太陽光発電設備設置 R2.9.2 承 認 

議案第５号  農地法第５条の規定による申請の承認について   

 １  久間二本松 駐車場 R2.9.2 承 認 

 ２  馬場下三本松 外１筆 太陽光発電設備設置 R2.9.2 承 認 

 ３  下野三本松 太陽光発電設備設置 R2.9.2 承 認 

 ４  下宿第七区画整理 外１筆 駐車場 R2.9.2 承 認 

 ５  下宿第七区画整理 外１筆 二世帯住宅 R2.9.2 承 認 

議案第６号  非農地証明願いについて   

 １  真崎大牟田東 農業用倉庫・雑種地 R2.9.2 決 定 

 ２  大草野塔ノ原 埋め立て R2.9.2 決 定 

 ３  吉田清用 駐車場及び資材置場 R2.9.2 決 定 



第５期嬉野市農業委員会第２６回定例総会議事録 

 

１ 招集年月 日  令和 ２年 ９月 ２日 

 

２ 招 集 場 所  うれしの茶交流館「チャオシル」 研修室 

 

３ 開 会 日 時  開会   ９月２日 午後１時５５分 議長 川内 利光 
    及 び 宣 告  閉会   ９月２日 午後２時５５分 議長 川内 利光 

 

４ 会議の公開の  非公開 

  可否・理 由  非公開理由：嬉野市審議会等の会議の公開に関する要綱第４条 

第１項の規定による 

 

５ 出席及び欠席委員並びに職員 

（農業委員） 

議席
番号 

氏  名 出欠 備   考 
議席
番号 

氏  名 出欠 備   考 

会長 川内 利光 出 議  長 ７ 原田 謙次 出  

１ 池田 博幸  出  ８ 峰  正己 出  

２ 馬場みどり 出 憲 章 朗 読 ９ 中島文二郎 出  

３ 森  和義 出 事前審査班長 １０ 杉﨑 順憲 出 
 

 

４ 西田 昭義 出  １１ 山口 安則 出  

５ 植松 和幸 出 議事録署名 １２ 生田 健児 出  

６ 山口智佐代 出 議事録署名  

 

（職員等） 

事 務 局 長 馬場 敏和 主   事 永田 良子 

－ － 農業政策課主任 納富 作男 

 

 

 

 

 



６ 議事日程 

 報告第１号 農地等形状変更届出について 

 報告第２号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について 

議案第１号 農用地利用集積計画の解約について  

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について  

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 

議案第６号 非農地証明願いについて 

 

 

 

７ 会議の概要  ― 午後１時５５分 開会 ―   

 

 

局  長  本日は、全員出席であります。定足数に達しておりますので川内会長の 

御挨拶の後、議長の開会宣告をお願いいたします。 
 

会  長  （挨拶等） 

 

 

      本日の農業委員会憲章の朗読は、議席番号２番 馬場みどり委員にお願いします。  

      全員、御起立ください。 

       （当番委員の発声）・・・全員で唱和 

      御着席ください。 
 

議  長  それでは、ただ今から、第５期嬉野市農業委員会第２６回定例総会を開会いた 

します。本日の議題は、報告２件、議案６件で、審議事項は４６件です。 

本日の議事録署名委員は、議席番号５番 植松 和幸 委員と 

６番 山口 智佐代 委員 を指名します。よろしくお願いします。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、報告第１号 農地等形状変更届出についてを議題とします。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局  議案書１ページ、整理番号１番です。 

      申請人は、井手川内の ○○○○ 様 他１名です。 

      所在地は、大字下野 古小場 ○○○番○ 外２筆 



地目は３筆とも畑、面積は合計で１，３３０㎡です。 

      理由は、茶園改植に伴う圃場整備 ということです。 

      隣接は、東は原野、西は里道、南は原野、北は農道 です。 

      図面は２ページと３ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  この件について、植松委員、地域担当委員としての説明、意見をお願い 

します。 

地域担当  現地については、都合により見ておりません、すみません。 

議  長  続いて、８月２７日に第１班、 第２Gｒ で実施した事前審査の結果につい

て、森 和義 委員、班長として報告をお願いします。 

班  長  当日悪天候の中に、２時まで１４件お疲れ様でした。 

      現場は茶園でございまして、作業効率を上げるためであり、問題ありません。 

議  長  それでは、質疑を行います。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「異議無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、この案件は、報告事案です。了承する委員は、挙手をお願

いします。 

       ［全員挙手］ 

議  長  全員挙手です。よって、農地等形状変更届出について、整理番号１番について

は、全員了承です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続きまして、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      申請人は、上岩屋の ○○○○ 様 です。 

      所在地は、大字岩屋川内 陣野 ○○○番○ 

地目は山林（現況畑）、面積は７，３５１㎡のうち１，０００㎡です。 

      理由は、畑の嵩上げで、乗用を入れられるように高さを調節し、作業効率を 

良くするため ということです。 

      隣接は、東は畑、西・南は山林・畑、北は山林 です。 

      図面は４ページと５ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  この件について、杉﨑委員、地域担当委員としての説明、意見をお願い 

します。 

地域担当  陣野の地域で、お茶が盛んなところで事務局の説明とおり作業効率を上げる 

ためとのことで、スクリーンを見て、右のほうが茶園が少し高くなって、下げ

たいとのことで、乗用機械でするようにしたいとのことです。 

議  長  事前審査の結果について、森 委員、班長として報告をお願いします。 

班  長  杉崎委員の方から詳しく説明があったように、問題ありません。 

議  長  それでは、質疑を行います。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「異議無し。」と呼ぶ者あり。］ 



議  長  無いようですので、この案件は、報告事案です。了承する委員は、挙手をお願

いします。 

       ［全員挙手］ 

議  長  全員挙手です。よって、農地等形状変更届出について、整理番号２番について

は、全員了承です。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、報告第２号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出につい 

て を議題とします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局  議案書６ページ、整理番号１番です。 

      貸付人は、上不動の ○○○○ 様、 

      借受人は、福岡市の ○○○○株式会社 ○○○○  

センター長 ○○○○様 です。 

      所在地は、大字不動山 皿屋南谷 ○○○番○ 地目は畑、 

      面積は、９９２㎡のうちの ４㎡です。 

      用途目的は、無線基地局新設です。 

      理由は、不動山付近の○○○○不感状況の改善が必要であり、無線基地局を新

設するため転用したい ということです。 

      隣接が、東は畑・宅地、西は雑種地、南は道路、北は雑種地・山林 です。 

      図面は７ページと８ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  この件について、山口智佐代委員、地域担当委員としての説明、意見をお願 

いします。 

地域担当  場所は不動山地区の奥に入ったところで、虚空蔵山に行く入口付近です。山 

に囲まれているところで電波が入りにくいところです。地上１５ｍ地下３ｍ電

波塔です。問題ないと思います。 

議  長  続いて、事前審査の結果について、森 班長、報告をお願いします。 

班  長  初めて行くところで不動山の奥でした。問題ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行います。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、この案件は、報告事案です。了承する委員は、挙手をお願

いします。 

       ［全員挙手］ 

議  長  全員挙手です。よって、農地法第５条第１項第７号の規定による届出について、  

整理番号１番については、全員了承です。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 



議  長  それでは、議案第１号 農用地利用集積計画の解約について を議題とします。

それでは、整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書９ページ、整理番号１番です。 

      貸付人は 大村市の ○○○○ 様、 

      借受人は 丹生川の ○○○○ 様です。 

所在地は 大字不動山 宮ノ前 ○○○番○、地目は田、面積は３９４㎡ 

利用権区分は使用貸借権で、目的は米です。 

      解約理由は、農地法第３条により所有権移転をするため ということです。 

      合意解約した旨の通知を受けております。 

以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について、 

整理番号１番は、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、（議案書 別添の表）議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定についてを、議題とします。 

先ず、別添の表１ページから２ページ、利用権設定塩田町の分です。 

      皆さんに、お諮りします。 

利用権設定塩田町の分整理番号１番から１１番までについて、一括審議したい 

と思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。利用権設定について 塩田町の分 整理番号１番から 

１１番までについて 農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表１ページから２ページをご覧ください。 

利用権設定塩田町の分 整理番号１番から１１番までについて です。 

貸し手人は 光武の ○○○○ 様、外９名様、 

借り手人は 中通の ○○○○ 様、外８名様 です。 

所在地は、大字久間 八幡篭 ○○○番○ 外１４筆、 

地目は田と畑、田の面積の合計が８，３５２㎡、 

畑の面積の合計が１６，５６３㎡、田畑の面積の合計で２４，９１５㎡です。 

利用権は、使用貸借権と賃借権で、期間は３年から１０年で、 

再設定及び新規です。 



計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

     要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、塩田町の分整理番号１番から１１番までについて、質疑を行ないま

す。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。塩田町の分 整理番号１番から１１番ま

でについて、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いしま

す。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 利用権設定について塩田 

町の分 整理番号１番から１１番までについては、原案のとおり承認することに

決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、別添の表３ページ、利用権設定について嬉野町の分です。 

皆さんにお諮りします。 

利用権設定嬉野町の分整理番号１番から６番まで、一括審議したいと思います。

異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。利用権設定について嬉野町の分 整理番号１番から６ 

番までについて、農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表３ページをご覧ください。 

利用権設定について嬉野町の分 整理番号１番から６番についてです。 

貸し手人は 大野原の ○○○○ 様 外４名様、 

借り手人は 長崎県の ○○○○ 様 外４名様です。 

所在地は、大字岩屋川内 平重 ○○○番○ 外９筆、 

地目は田と畑、面積は田の合計が１，３５３㎡、 

畑が合計で６，６９１㎡、田畑合計で８，０４４㎡です。 

利用権は賃借権と使用貸借権、期間は５年から１０年で、新規及び再設定です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、嬉野町の分 整理番号１番から６番について、質疑を行ないます。

質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。嬉野町の分整理番号１番から６番につい

ては、原案のとおり承認することに異議の無い委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 



議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 利用権設定について、嬉野 

町の分 整理番号１番から６番については、原案のとおり承認することに決定

しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、別添の表４ページ、農地中間管理機構をとおした、利用権設定に 

ついて 嬉野市の分です。 

皆さんにお諮りします。整理番号１番から６番については、一括審議をした 

いと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  整理番号１番から６番については、借り手人が、農事組合法人○○○○ 

代表理事 ○○委員となっています。 

嬉野市農業委員会総会会議規則第２０条の規定により、審議開始から 

終了まで退室し、審議終了後に入室・着席ください。 

（○○委員退室） 

では、整理番号１番から６番について農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表４ページ、農地中間管理機構をとおした、利用権設定嬉野市の分 

整理番号１番から６番です。今までは，貸して人から中間管理機構へ、中間管 

理機構から借りて人へと２度手間となっておりました。県の方から通達がござ 

いまして、今回から一括でなりましたので、ご了解ください。 

貸し手人は 宮ノ元の ○○○○ 様 外５名様、 

借り手人は 農事組合法人○○○○ 代表理事 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字馬場下 関東二 ○○○番○ 外７筆  

地目はすべて田、面積は合計で８，１０６㎡、利用権は賃借権、 

期間は５年２ヶ月で、再設定です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項に定められる 

各要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、利用権設定嬉野市の分 整理番号１番から６番について、質疑を 

行ないます。何か、質問、意見はありませんか。 

委  員  （質問等） 

議  長  無いようですので、採決に入ります。利用権設定嬉野市の分 整理番号１番か

ら６番については、原案どおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願い

します。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 農地中間管理機構を 

とおした、利用権設定嬉野市の分 整理番号１番から６番については、原案 

どおり承認することに決定しました。 



  ○○委員に、入室・着席するように、事務局伝えてください。 

  （○○委員入室・着席） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、所有権の移転について です。整理番号１番について、事務局の説明を 

求めます。 

事 務 局  別添の表５ページをご覧ください。 

所有権の移転について、整理番号１番です。 

売り手人は、美野辺田の ○○○○ 相続財産管理人 司法書士  

○○○○ 様です。 

買い手人は、佐賀市の 公益社団法人 佐賀県農業公社 理事長 ○○○○様、 

所在地は、大字五町田 流
りゅう

海
かい

 ○○○番  

地目は田、面積は１，２３６㎡です。 

所有権の移転の種類はあっせんで、利用目的は、米です。 

対価としましては、反当たり２４２，７００円、全体で３００，０００円です。 

      以上です。 

議  長  それでは所有権の移転について、整理番号１番について、質疑を行ないます。

質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。所有権の移転について、整理番号１番に

ついては、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定 所有権の移転について、 

整理番号１番は、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について を議題 

とします。皆さんにお諮りします。整理番号１番から整理番号７番までについて 

事務局が説明し、その後、一括審議したいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。それでは、順番に事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１０ページ、整理番号１番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 上岩屋の ○○○○ 様、 

      譲受人は 今寺の ○○○○ 様、 

      所在地は、大字不動山 宮ノ前 ○○○番、外１筆 地目は２筆とも田、 

面積は合計で、１３４㎡です。 

譲渡理由は経営縮小、譲受理由は経営規模拡大です。 



売買価格は、反当たり３００，０００円、全体で４０，２００円です。 

図面は１２ページから１３ページをご覧ください。以上です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

事 務 局  続きまして、整理番号２番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 丹生川の ○○○○ 様、 

      譲受人は 今寺の ○○○○ 様、 

      所在地は、大字不動山 宮ノ前 ○○○番○、外１筆 地目は２筆とも田、 

面積は合計で、２９６㎡です。 

譲渡理由は農業廃止、譲受理由は経営規模拡大です。 

売買価格は、反当たり３００，０００円、全体で８８，８００円です。 

図面は１４ページから１５ページをご覧ください。以上です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

事 務 局  続きまして、整理番号３番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 上岩屋の ○○○○ 様、 

      譲受人は 中不動の ○○○○ 様、 

      所在地は、大字不動山 宮ノ前 ○○○番○、地目は田、 

面積は７２５㎡です。 

譲渡理由は経営縮小、譲受理由は経営規模拡大です。 

売買価格は、反当たり３００，０００円、全体で２１７，５００円です。 

図面は１６ページから１７ページをご覧ください。以上です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

事 務 局  続きまして、整理番号４番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 大村市の ○○○○ 様、 

      譲受人は 中不動の ○○○○ 様、 

      所在地は、大字不動山 宮ノ前 ○○○番○、地目は田、 

面積は３９４㎡です。 

譲渡理由は農業廃止、譲受理由は経営規模拡大です。 

売買価格は、反当たり３００，０００円、全体で１１８，２００円です。 

図面は１８ページから１９ページをご覧ください。以上です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

事 務 局  続きまして、議案書１１ページ、整理番号５番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 丹生川の ○○○○ 様、 

      譲受人は 同じく丹生川の ○○○○ 様、 

      所在地は、大字不動山 北 ○○○番○、地目は畑、 

面積は５２６㎡です。 

譲渡理由は経営縮小、譲受理由は経営規模拡大です。 

売買価格は、反当たり５００，０００円、全体で２６３，０００円です。 

図面は２０ページから２１ページをご覧ください。以上です。 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

事 務 局  続きまして、整理番号６番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 納戸料の ○○○○ 様、 

      譲受人は 同じく納戸料の ○○○○ 様、 

      所在地は、大字吉田 清用 ○○○番 外１筆、地目は２筆とも畑、 

面積は合計で５９㎡です。 

譲渡理由は相手方の要望、譲受理由は経営規模拡大です。 

売買価格は、反当たり５０８，４７５円、全体で３０，０００円です。 

図面は２２ページから２３ページをご覧ください。以上です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

事 務 局  続きまして、整理番号７番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 福岡市の ○○○○ 様、 

      譲受人は 佐世保市の ○○○○ 様、 

      所在地は、大字久間 南 ○○○番○ 地目は畑、 

面積は１２６㎡です。 

譲渡理由は空き家バンク登録物件売買のため、譲受理由は家庭菜園及び保全 

のため ということです。嬉野市空き家物件情報登録制度による空き家物件 

利用希望者要件に該当しております。 

売買価格は、反当たり１，０３５，３０２円、全体で１３０，４４８円です。 

図面は２４ページから２５ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号１番から整理番号７番について、質疑を行ないます。質問、

意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番から整理番号７番について、

原案のとおり許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号１番 

から整理番号７番までについては、原案のとおり許可することに決定しました。 
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議  長  次に、議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書２６ページ、整理番号１番です。 

      申請人は 中通の ○○○○ 様、 

所在地は、大字久間 八幡篭 ○○○番○ 

地目は田、面積は、１，９７４㎡です。 



農地区分は第２種農地、用途目的は牛舎です。 

      事由は、現在使用している牛舎は、民家に囲まれており、牛の鳴き声や臭い等

で迷惑をかけていた。規模拡大を機に申請地に牛舎として転用したい というこ

とです。 

東は山林・道路、西は山林、南は田・道路、北は畑・山林です。 

      図面は２７ページと２８ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  原田委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  牛舎を営むということで、現在父親が営んでおりまして、息子さんが東京から

帰省し引き継ぐとのことで、喜ばしいことです。場所は、山に囲まれ問題ないと

おもいます。 

議  長  それでは、森班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長  周囲が山林に囲まれ問題ありません。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議の無い委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      申請人は 下野の ○○○○ 様、 

所在地は、大字下野 三本松 ○○○番○ 外２筆、 

地目はすべて畑、面積合計は、４，１４９㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は太陽光発電設備設置です。 

      事由は、申請地は現在耕作されておらず、荒廃地となっている。今後も畑とし

て耕作の見通しもない。土地の有効活用のため太陽光発電設備設置として 転用

したい ということです。 

東は山林、西は里道、南は山林、北は山林・農道です。 

      図面は２９ページと３０ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  植松委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  茶畑が下からずっとあり、ほとんどが荒れておりました。道も狭く、軽トラッ

クで行けるような所です。道も荒れており、施設を建設するには、資材搬入等も

あることから、綺麗になるのではと思います。また後で議案となりますが、隣に

も太陽光発電設備設置があります。 

議  長  それでは、森班長、審査結果の報告をお願いします。 



班  長  大変なところで、資材はどのようにして搬入するのかを心配しておりました。 

場所については、最適なところと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議の無い委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 整理番号２番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      申請人は 大野原の ○○○○ 様、 

所在地は、大字岩屋川内 野原 ○○○番○ 

地目は畑、面積は、１，５３５㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は太陽光発電設備設置です。 

      事由は、申請地は茶畑として生育が悪く収穫できないことが多く寒風被害もあ

り一番茶が採れず、植えなおしても育たなかった。土地の有効活用のため太陽光

発電設備設置として 転用したい ということです。 

東は畑・雑種地、西は地区外、南は雑種地・道路、北は畑です。 

      図面は３１ページと３２ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  杉﨑委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  スクリーンを見て分かるように、もったいない景色でございます。しかし、大

野原の演習場の隣で、北風が強く、一番茶を収穫しようとしても、２番茶の時期

くらいになり、生育もよくないとのことで、太陽光発電設備設置したいとのこと

でした。勾配もきつくなく問題ないと思います。 

議  長  それでは、森班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長  杉崎委員が説明されように問題ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議の無い委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の承認について 整理番号３番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 
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議  長  次に、議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書３３ページ、整理番号１番です。 

      譲渡人は 北下久間の ○○○○ 様、 

譲受人は 冬野の ○○○○ 様、 

所在地は、大字久間 二本松 ○○○番○、地目は畑、 

面積は５８３㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は駐車場です。 

      事由は、会社設立にあたり、利便性がよく広さも適度な申請地に、駐車場用地 

として転用したいということです。平成８年頃から駐車場として利用されている

ため、始末書付の案件です。 

東は道路、 西は田、 南は田、 北は宅地・田 です。 

売買価格は、反当たり１，３７２，２１３円、全体で８００，０００円です。 

図面は３５ページと３６ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  原田委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  元は宅地があった場所で、全面の道路改良工事時に残土処分され道路並みとな

っている状況です。ここは、大型バス等の切替場所となっており、無断転用とな

っておりますが、仕方ないと考えます。 

議  長  森委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  詳細の説明があったとおり、問題ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      譲渡人は 宮ノ元の ○○○○ 様 外１名様、 

譲受人は 西彼杵郡長与町の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字馬場下 三本松 ○○○番 外１筆  

地目は２筆とも田、面積の合計は１，８０９㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は太陽光発電設備設置です。 

      事由は、申請地は休耕地であり地権者も高齢のため耕作の見込みもない。 



周辺農地への影響もなく日光を遮断する障害もないため、太陽光発電設備設置  

として転用したい ということです。 

東は田、 西・南は水路、北は宅地 です。 

売買価格は、反当たり８２９，１８７円、全体で１，５００，０００円です。 

図面は３７ページと３８ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  森委員、地域担当委員及び班長としての説明、報告をお願いします。 

地域担当・班長  今日は地元の地区担当委員の前田推進委員がいらしておりますので説明を 

お願いします。 

地域担当  ここは、○○さんですが高齢で、管理の方は馬場下地区でしております。草竹

が繁っており、シルバーさんにお願いしていて、今回、太陽光発電設備となり喜

んでいるところです。審議のほどよろしくお願いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号２番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      貸付人は 下野の ○○○○ 様、 

借受人は 今寺の 株式会社 ○○○○  

代表取締役 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下野 三本松 ○○○番○、地目は畑、 

面積は１，３１５㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は太陽光発電設備設置です。 

      事由は、申請地は現在耕作はなされておらず、荒廃地となっている。今後も畑

として耕作の見通しもない。土地の有効活用のため太陽光発電設備設置 として

転用したい ということです。 

東は里道、 西は雑種地・畑、 南は山林、 北は里道・雑種地 です。 

賃借料は年間 反当たり５３，２３２円、全体で７０，０００円です。 

図面は３９ページと４０ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  植松委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  さっきの議案４号の○○さんの案件の隣で、サンパワー企画と兄弟でありまし

て、問題ないと思います。 

議  長  森委員、班長としての報告をお願いします。 



班  長  議案４号の案件と同じで、問題ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号３番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番です。 

      譲渡人は 温泉３区の ○○○○ 様 外１名様 

譲受人は 下宿の 医療法人○○○○ 理事長 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下宿 第七区画整理 ○○○番○ 外１筆 

地目は２筆とも畑、面積の合計は、８３５㎡です。 

農地区分は第３種農地、用途目的は、駐車場です。 

      事由は、医療法人○○○○の従業員駐車場が不足しているため、申請地を駐車

場用地 として転用したい ということです。 

東は宅地、 西・南・北は宅地・道路 です。 

売買価格は、反当たり３１，２３３，５３３円、 

全体で２６，０８０，０００円です。 

図面は４１ページと４２ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  植松委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  下宿の区画整理地内であり問題ないと思います。 

議  長  森委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  団地内の整備された土地でありますので、問題ありません。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号４番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号５番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書３４ページ、整理番号５番です。 

      譲渡人は 下宿の ○○○○ 様 外１名様 

譲受人は 下宿の ○○○○ 様 外１名様 です。 

所在地は、大字下宿 第七区画整理 ○○○番○ 外１筆 



地目は２筆とも畑、面積の合計は、７２７㎡です。 

農地区分は第３種農地、用途目的は、二世帯住宅です。 

      事由は、他県に住んでいる両親が高齢になり同居を予定していて、申請地を 

二世帯住宅 として転用したい ということです。 

東は道路、 西は宅地、 南は道路・宅地、 北は宅地 です。 

売買価格は、反当たり３１，６４９，２４３円、 

全体で２３，００９，０００円です。 

図面は４３ページと４４ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  植松委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  地元の伊藤推進委員さんがいらしておりますので、説明をお願いします。 

地元担当  こちらも区画整理地内でありますので、宅地になるべきところであり、問題 

ないと思います。 

議  長  森委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  整理番号４番と向かい合わせのところであり、問題ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号５番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号５番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第６号 非農地証明願について を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書４５ページ、整理番号１番です。 

      申請人は 伊万里市の ○○○○ 様 

所在地は、大字真崎 大牟田東 ○○○番、 

地目は畑（現況：宅地）、面積は３５３㎡、用途目的は農業用倉庫・雑種地 

事由は、申請地は平成５年頃、当時の所有者（○○○○）により、農業用機 

械等を収納するための倉庫が自宅に増設されている。建設時に農地転用するべ 

きであったが、今後農業用倉庫としての利用もなく、登記地目を変更するため 

非農地証明を願うもので、始末書付の案件です。 

      東は田、 西は農道、 南は道路、 北は田 です。 

図面は４６ページから４７ページ、写真はスクリーンをご覧下さい。以上です。 

議  長  馬場みどり委員、地域担当委員としての説明及び意見をお願いします。 

地域担当  現地は、鹿島消防署の近くで、塩田と鹿島の境付近です。当日は親族の姪が来



られ、所有者が亡くなられ、息子さんも伊万里におられます。現在空き家になっ

ております。４５年前に圃場整備がなされ、区画がいいようにと家の周りは畑と

されておりました。道路側の農業倉庫が建設され、転用申請はされています。今

後、農業用倉庫としての利用も無く、また周りの畑も瓦やら、石があり、農地を

復元することが不可能であるため、非農地証明願いをお願いしたいとのことです。 

議  長  森班長、班長としての報告をお願いします。 

班  長  平成５年の圃場整備の時区画が整理され、父親の○○さんが転用されてなかっ

たとのことで、その後何になるかと尋ねたところ、今のところ宅老を考えている

とのことでした。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第６号 非農地証明願について 整理番号１番については、原案のとおり 

     非農地証明することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      申請人は 五代の ○○○○ 様 

所在地は、大字大草野 塔ノ原 ○○○番、 

地目は田、面積は１７７㎡、用途目的は廃材埋立 

事由は、申請地は平成３年頃、転用申請すべきであったところを、転用許可 

を得ずに、当時の所有者であった父が廃材の埋め立てに使用してしまいました。 

農地への復元も困難であり、登記地目を変更するため非農地証明を願うもので、 

始末書付の案件です。 

      東は田、 西は宅地、 南は田（現況：宅地）、 北は宅地・田 です。 

図面は４８ページから４９ページ、写真はスクリーンをご覧下さい。以上です。 

議  長  西田委員、地域担当委員としての説明及び意見をお願いします。 

地域担当  隣に建設会社がありますが、造成時に一緒に埋めており、廃材ではなく、廃土 

     であります。もう何年も経過し、ゆくゆくは隣と建設会社に売るということで、 

     非農地証明願いとのことです。 

議  長  森班長、班長としての報告をお願いします。 

班  長  説明のとおりで、問題ありません。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 



議  長  異議無しと認めます。 

議案第６号 非農地証明願について 整理番号２番については、原案のとおり 

     非農地証明することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      申請人は 納戸料の ○○○○ 様 

所在地は、大字吉田 清
せい

用
よう

 ○○○番○、 

地目は田、面積は５４１㎡、用途目的は駐車場及び資材置場 

事由は、申請地は平成９年１月２８日に生地製造工業の従業員駐車場及び 

資材置場として許可を得たが、当時の完了時に登記地目を変更していなかった 

ため、非農地証明を願うもので、始末書付の案件です。 

      東は水路、 西は道路、 南は畑、 北は宅地 です。 

図面は５０ページから５１ページ、写真はスクリーンをご覧下さい。以上です。 

議  長  山口安則委員、地域担当委員としての説明及び意見をお願いします。 

地域担当  ここは、納戸料の交差点付近で、本人の話では、非農地証明願いを提出してい

たが、途中で出来なかったとのことで再度提出しているとのことです。 

議  長  森班長、班長としての報告をお願いします。 

班  長  当時、法務局へ完了届を提出していないとのことで、本人のミスであり、問題

ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第６号 非農地証明願について 整理番号３番については、原案のとおり 

     非農地証明することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  以上で、本総会に提出された案件の審議、採決など、全て終了いたしました。 

お諮りします。委員会として協議すべき案件がありましたら、この場で協議し 

たいと思います。委員の皆さん、何かありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  それでは、私の方から意見書の案としてお配りしています、前回お話しした 

     意見書を農業委員会として提出したいとのことで、農業委員会に関するの法律で、

第３８条にありますので、わたしなりに作成しております。意見書を読み上げま



す。（意見書案読み上げ） 

      厳しい内容となっておりますが、皆さんの意見をお聞きし、持ち帰ってでも確

認また意見を頂ければと思います。２週間以内ぐらいに意見を頂き、１０月２日

に、直接市長に提出したいと思います。 

 

議  長  それでは、会議を閉じます。 

第５期嬉野市農業委員会第２６回定例総会を閉会します。 

 

（ 午後 ３ 時 １８ 分 閉会 ） 

 

 

 


